
                                   令和８年４月８日 

保護者の皆様 

      標茶町立標茶中学校 

        校長 須 藤 光 秋 

               

 

標茶中学校舗装場所（駐車場等）の対応について 

 

 保護者の皆様には、日頃より活動にご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、標茶中学校の舗装場所（駐車場）の利用について、以下のとおりお知らせ致します。 

 子供たちの安全のため、ご理解ご協力お願い申し上げます。 

 なお、ホームページにも図で掲載していますので、ご確認ください。 

 

記 

 

１．生徒の登下校経路について 

・基本的にこれまでと変更はありません。交通ルールの遵守をご家庭でもご指導ください。 

２．スクールバスの送迎・待機場所について 

・登校時は８時前後、下校時は１６時と１８時前後に、講堂（体育館）横の駐車スペースを利用し

ますので、駐停車をご遠慮下さい。特に一時的にご来校した際には、スクールバスの転回場所付

近には駐車しないように、ご協力をお願い致します。 

３．送迎時の保護者等の車両の対応について 

・基本的に校地内への車両の乗り入れは禁止とさせていただいております。ご不便をおかけします

が、事故防止のための措置ですので、ご理解とご協力をお願い致します。 

（１）遅刻や早退時および特別な配慮を要する場合の送迎場所について 

・生徒玄関側に駐車スペースがありますので、ご利用ください。 

（２）通常の登下校時の送迎場所について 

・一般の通行車両の妨げになる場所は避けると共に、交通安全に十分な配慮をお願い致します。な

お、道路交通法では「停車および駐車を禁止する場所」として、①交差点、およびその側端から

５メートル以内の部分、②横断歩道または自転車横断帯、およびそれら前後の側端からそれぞれ

前後に５メートル以内の部分、が停車も駐車もしてはならないと定められています。 

・バスの停留所の標示板（柱）から前後１０メートル以内の場所は、駐停車禁止場所になります。

学校前にも町バスの停留所がありますので、特に登下校の時間帯はご留意ください（バスの運行

時間外は禁止されていません）。 

４．一時的なご来校について 

・教職員駐車場の空きスペースか生徒玄関側の駐車スペースをご利用ください。満車の場合は、ト

レセン等の駐車場をご利用ください。 

５．参観日や行事等の対応について 

・校地内には車両の駐車スペースが十分にありません。そのため大変お手数ですが、トレセン等の

駐車場をご利用ください。 

６．その他 

  ・ご不明な点は、学校までお問い合わせください。 


